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共 同 開 発 時 の 自 社 の 既 存 技 術 の 守 り 方 を 知 る

95
以前共同開発を一緒に行った大手企業が、自社
のコア技術を使ったロボットを販売。専門家に
相談するも、「時すでに遅し」だった。

共同開発時に自社技術が
流出した落とし穴

一つの企業だけでは得意分野や経営資源に限りがあるため、他の企業や大学等と新技術、新商品の共同開発を行うケー
スが多くなっています。動画にもあるように、共同開発を行う際には「書面による契約」が重要です。まずは、情報漏
えいの危険を考慮し、共同開発に関する契約について交渉を行うスタート段階で秘密保持契約（ＮＤＡ）を結ぶ必要
があります。なぜなら、交渉の段階で開示される情報自体（開発の目的、対象商品など）が重要な秘密情報だからです。
次に、共同開発に関する契約を結ぶ際には、まず目的を「具体的に」定めること、言い換えれば、ゴールと成果物が、
明確にイメージできるように記載されていることが重要です。そして、開発期間も明確に定めておきましょう。さらに、
開発の役割分担、費用負担、進行状況・成果の報告、成果の知的財産権の取扱い、知的財産権取得の手続き、秘密
保持義務なども規定します。たとえば、Ａ社（メーカー）とＢ社（販売会社）で共同開発をして、その成果物である新
商品Ｘに関する特許権を共有したとします。「パートナーのＢ社から受注を受け、Ｘを製造するのは、当然わが社だ」と、
Ａ社が信じていても、別段の契約がなければ、Ｂ社は、Ａ社の同意を得ないで、Ｃ社（Ａ社ではない他のメーカー）に製
造委託することも出来ます。
共同開発契約は、他の一般的な契約に比べて、複数の契約が含まれ、内容もひじょうに複雑なため、契約書の作成には、
経験や専門知識が必要です。したがって、初めて共同開発を行うときには、契約に関し、各都道府県の知財総合支援
窓口や、専門家（知財に詳しい弁護士など）の具体的助言を受けることをお薦めします。
筆者は、日常的に中小企業を訪問しています。その際に、産学連携（大学や公的研究機関との共同開発）を行っているケー
スで、成果として得られた「秘密として守るべき」最重要な技術ノウハウが、企業側の知らないところで大学や公的研
究機関などによって研究会等で公開されてしまっているのを、ときどき見かけます。成果を特許等で権利化する場合、
あるいは営業秘密として秘匿化する場合、いずれにおいても厳重な秘密管理が必須で、相手の自由な裁量で発表され
ない様な「契約による縛り」も必要です。

大手との共同開発を行ったものの、失敗に終わったA社。その2年後に、大手は新製品のロボットを開発し販売。しかし、そのロボッ
トにA社のコア技術が使われていた。大手にクレームを出しても取り合ってもらえず、専門家に相談しても「時すでに遅し」って言わ
れてしまった。共同開発時における契約はどうだったの？契約トラブルに関する落とし穴
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→資金力、技術、施設、共同開発した製品の販売力を利用することができる。
→開発費用の負担の低減、開発期間の短縮、技術ノウハウの活用

→開発成果の利用に関する制限、開発成果の帰属に関する紛争
→自社の固有技術、ノウハウの流出

→共同開発相手に相応しいのかの調査（経営状況、主要取引先、競業・協業関係、過去のトラブルなど）
→共同開発後の相手先とのパートナーシップ（業務提携や売買提携等）の可能性検討
→自社独自技術の保護（特許出願、タイムスタンプ等）
→共同開発契約の検討と締結（共同開発契約における成果の帰属と取り扱い義務、共同開発成果により得られた
　利益の帰属、相互に提供した情報・ノウハウ・知的財産の帰属と取り扱い義務など）

→契約違反がないかどうか監視する。
→共同開発行為から生まれたアイディアや成果が誰のものかの随時確認および記録、
　機密保持義務や流用禁止義務等の契約義務の順守、相手方から提供された情報が機密情報かどうかの確認

→共同開発の評価（次の共同開発への布石）
→契約違反がなかったかどうか確認する。
→共同開発終了後も残存する契約義務の順守
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3. 共同開発契約において、共同開発で生まれた技術についてどのようなことを定めておく必要があるでしょうか。

1.（特に大企業との）共同開発のメリット、リスクにはどのようなものがありますか。

→成果の帰属（共有とするか単独所有とするか、共有とする場合は持分割合）
→知的財産権の取扱い（共有とするか単独所有とするか、共有とする場合の持分割合、
　出願はどちらが行うか、費用負担はどうするかなど）
→成果・知的財産権の利用（自ら無償で実施できること、自己の持分を第三者に譲渡する場合や
　実施許諾する場合の手続など）
→当該技術に関する権利帰属、当該技術の自由使用の制限の有無、当該技術の利用から生じた利益の帰属。

2. 共同開発で落とし穴に陥らないためには、どのようなことに注意する必要がありますか。

スタディーケースについて
以下の設問について考察しましょう。
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考察 スタディーケースについて
以下の設問について考察してください。
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→資金力、技術、施設、共同開発した製品の販売力を利用することができる。

→自社の固有技術、ノウハウの流出

→自社独自技術の保護（特許出願、タイムスタンプ等）

→契約違反がないかどうか監視する。

→共同開発終了後も残存する契約義務の順守
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3.共同開発契約において、共同開発で生まれた技術についてどのようなことを定めておく必要があるでしょうか

1.（特に大企業との）共同開発のメリット、リスクにはどのようなものがありますか。

→成果の帰属（共有とするか単独所有とするか、共有とする場合は持分割合）

2.共同開発で落とし穴に陥らないためには、どのようなことに注意する必要がありますか。


